
  年  月  日 
 

世田谷区病児・病後児保育室 医師連絡票 
 世田谷区長 あて 

医療機関  住所 

      名称 

      医師名               

      電話番号  
病児・病後児保育室の利用に当たり必要な情報について下記のとおり提供します。 

児童氏名 男・女  
生年 

月日 

  年  月  日 

    歳    ヶ月   

住  所 
世田谷区        丁目   番     号  

方書               電話番号（    ） 

該当する病名・症状に○印をお願いします。 

＜病名＞ 

・急性上気道炎 

・気管支炎 

・ＲＳウィルス 

・喘息・喘息性気管支炎 

・クループ症候群 

・中耳炎 

・感染性胃腸炎（下痢・嘔吐） 

・流行性角結膜炎（はやり目） 

・伝染性膿痂疹（とびひ） 

・突発性発疹 

・手足口病 

 

・へルパンギーナ 

・流行性耳下腺炎（おたふく） 

・水痘（みずぼうそう） 

・風疹 

・インフルエンザ（Ａ／Ｂ） 

・溶連菌感染症 

・アデノウィルス感染症 

（咽頭結膜熱・プール熱） 

・ヒトメタニューモウィルス 

・その他（        ） 

＜症状＞ 

・発熱   ・咽頭痛 

・腹痛   ・頭痛 

・下痢   ・結膜充血 

・嘔吐   ・目脂 

・咳嗽 

・喘鳴 

・発疹 

・鼻汁 

・その他（     ） 

病状 

症状の経過 

処置・治療状況等 

 

既往歴 

家族歴 
 

病児・病後児の区分

（○印） 

１ 病気の回復期に至らない（病児） 

２ 病気の回復期にある  （病後児） 

安静度（○印） 

１ ベッド上で安静 

２ 室内安静（ベッド上生活が主だが、室内で静かな遊び可） 

３ 室内保育（他児童と静かな遊び可） 

４ 隔離を要する 

食事に関する 

特別な指示 

なし 

あり（                           ） 

処方内容 

薬 品 名 用  量 用  法 

   

その他注意事項  

注１ 対象児童の居住する区（世田谷区）宛に情報提供した場合に診療情報提供料(Ⅰ)を算定する 

ことができる(250点)。患者 1人につき月 1回限り算定する。 

注２ 世田谷区が正本を保管し、病児・病後児保育実施施設（下北沢ひよこ園・バンビ・かんがるーむ・

ポピンズルーム千歳烏山・にこりんるーむ）は写しを保管すること。 

注３ 下北沢ひよこ園・かんがるーむ・ポピンズルーム千歳烏山は病児・病後児とも対象とする。 

バンビ、にこりんるーむは病後児のみを対象とする。 


